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令和３年度千葉市環境審議会環境総合施策部会  

第１回  地球温暖化対策専門委員会  

 

 

日時 令和３年１１月２２日（月）  

午前１０時０３分～１１時５６分  

場所 千葉中央コミュニティセンター  

８階 千鳥・海鴎  

 

次   第  

 

１ 開  会  

２ 議  題  

（１）委員長、副委員長の選出について  

（２）（仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画の方向性について  

（３）その他  

３ 閉  会  

 

配付資料  

資料１ 千葉市地球温暖化対策専門委員会委員名簿  

資料２ （仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画の方向性について  

資料３ （仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画  構成（案）  

資料４ （仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画  策定スケジュール（案）  

参考資料１ 千葉市環境審議会について  

参考資料２ 千葉市地球温暖化対策実行計画について（諮問）  

参考資料３ 千葉市地球温暖化対策実行計画の策定について  

参考資料４ 千葉市地球温暖化対策実行計画 改定版（概要版）  

参考資料５ 千葉市再生可能エネルギー等導入計画  改定版（概要版）  
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午前１０時３分開会  

【石井環境保全課課長補佐】  では、定刻となりましたので、始めさせていただきた

いと思います。  

 ただいまから、令和 3 年度千葉市環境審議会環境総合施策部会第 1 回千葉市地球

温暖化対策専門委員会を開催いたします。  

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にあり

がとうございます。  

 私は、本日の進行を務めます環境保全課課長補佐の石井でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。  

 本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓及び扉を一部開放い

たしまして会議室の換気を行っております。職員におきましては、マスクを着用し

たままでの対応とさせていただきますので、どうかご了承願います。  

 また、委員の皆様、傍聴者の皆様におかれましても、マスクの着用にご協力をお

願いいたします。  

 初めに、開会に当たりまして、環境保全部長の安西よりご挨拶を申し上げます。  

【安西環境保全部長】 環境保全部長の安西でございます。  

 令和 3 年度第 1 回地球温暖化対策専門委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。  

 委員の皆様におかれましては、ご多用中のところご出席賜り、誠にありがとうご

ざいます。また、日頃より本市の環境行政はもとより、市政各般にわたり多大なる

ご支援、ご協力を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。  

 さて、近年、猛暑や豪雨など、地球温暖化が原因とされる災害が多発しておりま

す。これらの気候変動は、私たちの生活基盤をも揺るがす気候危機となっておりま

す。先日閉会しました COP26 では、この気候危機、地球温暖化対策について、国際

社会が一致団結して取り組むことが再認識されたところでございます。  

 国におきましても、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、本年 5 月に地球

温暖化対策推進法が改正され、また、10 月には地球温暖化対策計画や第 6 次エネル

ギー基本計画も閣議決定されるなど、地球温暖化への対応が本格化しているところ

でございます。  

 本市におきましても、この地球規模で直面している気候危機を、市民、団体、企

業、大学、行政など、様々な主体が共有し、次世代へ持続可能な社会をつないでい

くため、昨年 11 月に「千葉市気候危機行動宣言」を発出したところでございます。 

 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、より一層取組を強化する必要があ

ると考えております。その取組の中心となります次期地球温暖化対策実行計画の策

定に当たり、委員の皆様にはご協力を賜りたいと考えているところでございます。  

 本日、実行計画の方向性についてご審議いただきます。委員の皆様には、計画策

定に向けて忌憚のないご意見を賜りたいと存じておりますので、ご審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。  
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 最後に、委員の皆様には、今後とも、本市の環境行政の推進に一層のご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただき

ます。本日はよろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】  次に、本日の専門委員会の成立についてご報告いたし

ます。千葉市環境審議会運営要綱の規定によりまして、この専門委員会の開催につ

きましては、委員の半数以上の出席が必要でございます。委員総数 14 名のところ、

本日、11 名の方がご来場、3 名の方がオンラインによりご出席をいただいておりま

す。本日の専門委員会は成立しておりますことをご報告いたします。  

 続きまして、本日は第 1 回目の専門委員会でございますので、委員の皆様のご紹

介をさせていただきます。  

 大変恐縮ではございますが、お名前をお呼びいたしますので、その場でご挨拶と

自己紹介を賜りたいと思います。また、敬称は省略させていただきますので、ご了

承のほどよろしくお願いいたします。  

 本来ですと五十音順にご紹介させていただくところでございますが、所用により

ご挨拶のみのご参加となります福地委員様から紹介させていただきます。前方のス

クリーンをご覧ください。福地委員、よろしくお願いいたします。  

【福地委員】  おはようございます。ご紹介ありがとう存じます。木更津高専基礎学

系の福地健一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本校の前校長である前野一夫先生には大変お世話になり、本日委員としてご参加

いただいております。どうもありがとうございました。  

 私、授業では物理学を担当しており、専門は環境影響やそのリスク評価でござい

まして、具体的には、SOx、NOx、オゾンなどの大気汚染物質や UVB 領域の有害紫

外線といったものが作物や森林に及ぼす影響を、蛍光計測などの物理的手法により

評価する研究に携わっております。  

 今回、第一線でご活躍されていらっしゃる異業種の皆様と地球温暖化対策につい

て議論できること、大変楽しみであり、同時に非常に重大な責務であると実感して

おります。  

 本日は、大変申し訳ございません、これにて失礼いたしますが、今後とも何とぞ

よろしくお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

【石井環境保全課課長補佐】  福地委員はこのまま退席となります。よろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。  

 では、続きまして、ご来場いただいております委員様より五十音順にご紹介させ

ていただきます。  

 熱田委員でございます。  

【熱田委員】  千葉県環境研究センター・センター長の熱田と申します。よろしくお

願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 倉阪委員でございます。  
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【倉阪委員】 千葉大学の大学院社会科学研究院教授の倉阪でございます。大学では、

環境政策、環境経済、そういったところを教えております。再生可能エネルギーに

ついて長年研究をしてきております。よろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 斎木委員でございます。  

【斎木委員】  東京電力パワーグリッド千葉総支社の斎木と申します。よろしくお願

いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 潮見委員でございます。  

【潮見委員】  千葉市産業振興財団の潮見と申します。前職は千葉市の職員でした。

直接環境にいたことはないのですが、財政に 11 年とか、行政改革 9 年とか、市民自

治や市民参加に 7 年という、主にそちらにいましたので、環境に関わることは多々

ありまして、そういったことから、本当に微力でもお力になれればと考えておりま

す。現在は市内の中小企業の支援をやっておりますので、これから環境に配慮した

活動がどんな形でできるか考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。  

【石井環境保全課課長補佐】 鈴木孝宗委員でございます。  

【鈴木（孝）委員】  ウェザーニューズの鈴木と申します。今日はよろしくお願いた

します。私は、ウェザーニューズで気候変動対策プロジェクトのリーダーとして、

日々企業様に対して気候変動に伴う物理リスクの分析や、CO2 排出量の可視化、削

減量の算出などのお手伝いをさせていただいております。微力ではありますけれど

も、何かお力になれればと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 鈴木喜久委員でございます。  

【鈴木（喜）委員】  千葉市中央区町内自治会連絡協議会の会長をやっている鈴木で

ございます。私、この協議会は初めてです。地球温暖化対策については非常に興味

があって、テレビとか新聞等は見ていますが、私には何か関係あるのかなと。関係

はありますけれども、私ができることがあるのかなということで、今日は勉強のた

めに来ましたので、ひとつどうぞよろしくお願いします。  

【石井環境保全課課長補佐】 前野委員でございます。  

【前野委員】 おはようございます。今、フリーランスになっておりまして、3 月まで

は日本工学院専門学校の校長をしておりまして、その前は木更津高専の校長、その

前は千葉大に長くおりまして、工学研究科でございます。学科は、都市環境システ

ム学科と機械工学科というところにおりまして、もともとの専門は、ちょっと今き

な臭いですが、極超音速流をやっております。今でもそういう研究は続けたり人脈

は持っていますが、ただ、都市環境にいたときに、熱エネルギー工学をやっており

ましたので、新エネルギーであるとかそういったことも勉強させていただいており

ました。熱と流体の流れといったことが専門でございますので、速度はいろいろで

すが、速さが遅いほうから速いほうまで一応研究としてやっておりました。この委

員会では、倉阪先生とご一緒に、ぜひ何かの形でお役に立てればと思っております

ので、よろしくお願いいたします。  



 

－5－ 

【石井環境保全課課長補佐】 馬上委員でございます。  

【馬上委員】  太陽光発電事業者連盟専務理事の馬上でございます。私どもは、設立

して 4 年目になります太陽光発電事業者の全国規模の団体として活動しておりまし

て、主に再生可能エネルギーの事業者の立場から今回事業への参加をさせていただ

きたいと思います。  

 私自身は千葉市内で事業をやっておりまして、倉阪教授の下でエネルギー政策等

を研究させていただいているのですが、現場での実践の部分と、それをいかにして

政策にフィードバックしていくかというところで、今回は微力ながら尽くさせてい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 山内委員でございます。  

【山内委員】  東京ガス千葉支社の山内と申します。職歴から申し上げますと、建築

物の省エネ性については経験がございますけれども、その点について、また、エネ

ルギー供給事業者として皆様のご協力をさせていただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 山本委員でございます。  

【山本委員】  千葉県の農林総合研究センターの土壌環境研究室の山本と申します。

当研究室は土壌環境ということでありまして、土壌肥料ですとか、あるいは農業分

野における環境関係の仕事などもさせていただいております。特に、今、国の委託

事業で土壌の炭素貯留というのを調べておりまして、国連に報告するためのデータ

を集めているという部署でございます。非常に分野の広いこの委員会を楽しみにし

て来ました。どのようなお手伝いができるか分かりませんけれども、どうぞよろし

くお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 渡邉委員でございます。  

【渡邉委員】 千葉銀行の渡邉でございます。手前ども、先日 10 月 1 日に SDGs 推進

室というのを立ち上げまして、今、精力的に地球温暖化に対する対応をはじめとす

る SDGs に関する施策を進めております。我々の持っている情報を何か一つでも二

つでも皆様に還元できるようになればいいなと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】  続きまして、オンラインにてご出席いただいている委

員を紹介させていただきます。前方のスクリーンをご覧ください。  

 板谷委員でございます。お願いします。  

【板谷委員】  流通経済大学の板谷と申します。おはようございます。本日、午後の

所用の関係でオンラインで参加させていただいております。失礼いたします。  

 大学では、経済学部で交通論の講座を担当しております。安心して暮らせるまち

づくりの実現に向けまして、交通政策の観点から各種研究を続けているところでご

ざいます。今回も可能な限り役割を果たしたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 続きまして、長谷川委員でございます。  



 

－6－ 

【長谷川委員】  一般社団法人環境共生住宅推進協議会の長谷川と申します。私も午

後の所用の関係でオンラインで参加させていただきます。住宅関連でご協力できた

らなと思っています。よろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 皆様ありがとうございました。  

 次に、事務局職員を紹介させていただきます。  

 環境保全部長の安西でございます。  

【安西環境保全部長】 本日はよろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 環境保全課温暖化対策室長の秋山でございます。  

【秋山温暖化対策室長】  秋山でございます。本日は、お忙しい中、足元の悪い中ご

出席いただきまして、オンラインの方もありがとうございます。今までの温暖化対

策実行計画は 2016 年に策定しておりますけれども、今後は考え方を変えて対応して

いかなければいけないと考えております。  

 余談ではございますが、お飲み物の関係で机上のタンブラーは、セルロース、バ

イオマス由来のものになっております。こういったいろいろな取組を今後この計画

の中に反映させていきたいと思います。策定にあたりご意見等、様々な角度から頂

戴したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】  続きまして、机上に配付しております本日の会議資料

のご確認をお願いいたします。オンラインにてご参加いただいている委員の皆様に

おかれましては、事前に郵送させていただきました資料でご確認をお願いいたしま

す。  

 次第、席次表、資料 1「千葉市地球温暖化対策専門委員会委員名簿」、資料 2「（仮

称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画の方向性について」、資料 3「（仮称）次期

千葉市地球温暖化対策実行計画  構成（案）」、資料 4「（仮称）次期千葉市地球温

暖化対策実行計画  策定スケジュール（案）」となっております。続きまして、参考

資料が 1 から 5 までございます。タイトルの読み上げは省略させていただきますけ

れども、資料がそろっているかご確認をお願いいたします。途中で何かお気づきの

際は、事務局職員にお声がけください。  

 なお、臨時委員の皆様宛ての委嘱状につきましては、後日郵送させていただきま

すので、あらかじめご了承願います。  

 確認は以上となります。会議の途中でお気づきになられた場合は、事務局にお申

し出ください。  

 次に、オンラインでご出席の委員の皆様の留意事項についてお伝えさせていただ

きます。会議中、会議資料の画面による共有を行いませんので、事前に送付させて

いただきました資料をお手元にあらかじめご用意をお願いいたします。また、会議

中はカメラ機能はオンに、音声はミュート状態にしていただければと思います。ご

発言の際は音声をオンにして最初にお名前をお伝えいただきますよう、よろしくお

願いいたします。カメラ機能、オンになりますか。ありがとうございます。  

 続きまして、会議、議事録の公開についてご説明いたします。本日の会議は、千
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葉市情報公開条例の規定によりまして、公開となっております。また、議事録も委

員の皆様のご承認をいただいた後に公表することとなっておりますので、あらかじ

めご了承をお願いいたします。  

 傍聴者の皆様におかれましては、お配りした「傍聴要領」に記載されている事項

を遵守していただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 続きまして、本日は第 1 回目の専門委員会でございますので、千葉市環境審議会

の体制における本専門委員会の位置づけについて、事務局からご説明させていただ

きたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

【塚本温暖化対策室主査】  事務局の環境保全課、塚本と申します。座って説明させ

ていただきます。  

 お手元に参考資料 1 をご用意いただけますでしょうか。  

 参考資料 1「千葉市環境審議会について」ということで、まず、（1）千葉市環境

審議会の体制について、ご説明させていただきます。1 枚おめくりをお願いいたしま

す。  

 環境審議会の体制につきましては、1 の概要ですけれども、こちらは千葉市環境基

本条例第 27 条に基づいて設置をされたものでございます。審議会の定員数は 25 人

以内ということで、現在は 24 名で構成されております。  

 続きまして、2 の所掌事務でございます。  

 まず、（1）として、審議会というものが条例第 27 条にございます。次に（2）と

して、部会というものが環境審議会の下に位置づけられております。現在、部会は 2

つございまして、アの環境総合施策部会、イの環境保全推進計画部会、この 2 つが

ございます。続きまして、（3）の専門委員会というものがございます。現在、専門

委員会は全部で 7 つございまして、今回皆様に所属いただくのは一番上のアの地球

温暖化対策専門委員会でございます。  

 続きまして、次のページの体制図をご覧ください。こちらは今の環境審議会の体

制を図式化したものでございます。トップに千葉市長、その附属機関ということで

環境審議会が設置されております。その下に環境総合施策部会と環境保全推進計画

部会がございまして、その下に専門委員会という位置づけになっております。先ほ

ど専門委員会は全部で 7 つと申しましたが、現在は 6 つでございます。訂正いたし

ます。地球温暖化対策専門委員会は、環境総合施策部会の下に位置づけられた専門

委員会となっております。よろしくお願いいたします。  

 続いて、次のページをおめくりください。こちらは千葉市環境基本条例の第 27 条

を抜粋したものでございます。第 4 項のところを見ていただきますと、委員におか

れましては、学識経験者、市民の代表者の方、関係行政機関の職員、市議会議員、

こちらの方々で構成されているものでございます。  

 次のページをお願いいたします。こちらは千葉市環境審議会の運営要綱でござい

ます。こちらの中に、先ほどの審議会、部会、専門委員会の開催についての運営要

綱を定めたものになりますので、後ほどご覧いただければと思います。  
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 簡単ではございますが、環境審議会の説明については以上とさせていただきます。 

【石井環境保全課課長補佐】  ただいまの事務局の説明につきまして、何かご質問等

ございましたら、お願いいたします。  

 よろしいですか。ご質問がないようでしたら、これより議事に入らせていただき

たいと思います。千葉市環境審議会運営要綱第 5 条第 6 項に基づき、議長は委員長

が行うこととなっておりますが、委員長が決まるまでの間、環境保全部長の安西が

進行を務めさせていただきたいと存じます。よろしいでしょうか。ありがとうござ

います。  

 それでは、安西部長、よろしくお願いいたします。  

【安西環境保全部長】 大変僣越ではございますが、委員長が選出されるまでの間、

議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議題（1）の「委員長、副委員長の選出について」でございます。  

 委員長及び副委員長につきましては、千葉市環境審議会運営要綱第 5 条第 3 項に

より、委員の互選により決めることとなっておりますが、いかがいたしましょうか。  

 お願いいたします。  

【潮見委員】  現行の再生可能エネルギーの計画であるとか、地球温暖化対策実行計

画に携わられた倉阪委員を委員長に、また、上位の部会の部会長でいらっしゃいま

す前野先生を副委員長にということでお願いします。  

【安西環境保全部長】 ただいま潮見委員より、委員長に倉阪委員を、副委員長に前

野委員とのご提案をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【安西環境保全部長】 委員の皆様にはご承認をいただけたところでございますが、

倉阪委員、委員長にご就任いただけますでしょうか。  

【倉阪委員】 はい。微力ながら務めさせていただきます。  

【安西環境保全部長】 ありがとうございます。また、前野委員、副委員長にご就任

いただけますでしょうか。  

【前野委員】  はい。微力ながら委員長をサポートさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

【安西環境保全部長】 ありがとうございます。それでは、私の任は解かせていただ

きます。ご協力ありがとうございました。  

【石井環境保全課課長補佐】  それでは、倉阪委員、前野委員は、委員長席、副委員

長席へご移動をお願いいたします。  

（倉阪委員、前野委員、正副委員長席へ移動）  

【石井環境保全課課長補佐】  では、ここで倉阪委員長から一言ご挨拶をいただきた

いと思います。倉阪委員長、よろしくお願いいたします。  

【倉阪委員長】 倉阪でございます。委員長を務めさせていただくことになりました。

よろしくお願いいたします。  

 気候変動につきましては、気候危機であるということで、千葉市においても気候
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危機についての宣言を出し、「2050 年カーボンニュートラル」という目標が定まっ

ております。世界的にも、この前の「グラスゴー気候合意」によって 1.5℃を目指す

ことが共通合意とされ、それに向けた取組として、カーボンニュートラルを世界規

模で実施しなければならないといった状況でございます。  

 一方で、現状においては 9 割弱化石燃料を使っており、かなり劇的に変わらなけ

ればならないということで、それについて、千葉市をフィールドとして具体的に進

めていくことが求められているわけでございます。  

 国においても、今後 5 年間、脱炭素先行地域を 100 か所つくっていくということ

で、予算要求をしていろいろな形の支援も考えているところでございます。千葉市

においてそういったものをちゃんと取っていって、千葉市が脱炭素の一つのモデル

になるように進めていけるように、私も微力ながら務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 倉阪委員長、ありがとうございました。  

 続きまして、前野副委員長からもご挨拶をいただきたいと思います。前野副委員

長、よろしくお願いいたします。  

【前野副委員長】 今、倉阪委員長からご挨拶ありましたように、COP26、グラスゴ

ーの会議で決められたハードルが非常に高うございまして、2050 年まではだいぶ先

だということですが、次の 2030、2040 でどうするかというところは、とても大変な

ところでございます。  

 一方で、国が本格的に予算を動かし始めておりますので、千葉市としても、千葉

市の産業、人材、官学、こういったものをできるだけうまく利用していいアイデア

を出していく。産業、技術の進展が非常に速うございまして、今まであまり見てお

らなかったようなものもどんどん入ってきております。ですから、かなり頭も軟ら

かくしながらエネルギーの対応をしていかなければいけないと思っております。世

界をよく見て、それから、それぞれの国が、国の思惑ではないのですが、それぞれ

の国の事情に合わせた発言をされておりますので、さて、日本はどのような形で進

めるのか。これをしっかり捉えて、かつ千葉市として独自の、これぞやはり千葉市

といったようなものを出していきたいと思っております。  

 倉阪先生のご指導の下、できるだけサポートをして、私はエンジニアでございま

すので、エンジニアリングの面から、ぜひいろいろサポートできればと思っており

ます。よろしくお願いいたします。  

【石井環境保全課課長補佐】 前野副委員長、ありがとうございました。  

 それでは、ここからの議事の進行を倉阪委員長にお願いしたいと存じます。倉阪

委員長、よろしくお願いいたします。  

【倉阪委員長】 それでは、よろしくお願いいたします。  

 議題（1）が終わったということで、次が議題（ 2）と理解をしております。議題

（2）「（仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画の方向性について」でございま

す。事務局から内容の説明をよろしくお願いします。  
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【塚本温暖化対策室主査】  事務局の環境保全課、塚本です。座ってご説明させてい

ただきます。  

 お手元に、資料 2、資料 3、資料 4 をご用意お願いいたします。よろしいでしょう

か。  

 まず、資料 2 のご説明をさせていただきます。ページ番号を右下に振っておりま

すので、ページ番号のほうで説明させていただきます。  

 まず、1 ページ目でございますが、「見直しの背景（国等の動き）」でございます。

先ほど倉阪委員長のご挨拶の中でもありましたが、国際的な枠組みというところで、

①、パリ協定が世界共通の目標となっていること、それから、②、COP26 が先日開

幕されまして、こちらの中での主な議題として、パリ協定に掲げる目標達成に向け

た対策の強化、成果文書「グラスゴー気候合意」の採択といったところが挙げられ

ております。また、岸田首相の演説の中で、アジア各国の脱炭素化支援のための支

援を行うことの表明や、2050 年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする政府目標

の達成を約束されたといったところがございます。  

 続きまして、2 ページ目をお願いいたします。  

 国における 2030 年、2050 年に向けた動きを紹介させていただきます。  

 ご存じの方も多いかと思いますが、①、地球温暖化対策推進法の改正が先日成立

したところでございます。施行は来年の春、4 月 1 日ということで先日報道されてお

りました。こちらの中では、パリ協定の目標や 2050 年カーボンニュートラルの実現

が基本理念として法の中に明確に位置づけられたことが大きなところでございます。

また、地方公共団体の実行計画の中に、施策の実施に関する目標を追加するととも

に、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業に係る促進区域や

環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるように努めることが記載されたところ

でございます。  

 続きまして、②でございますが、先月 10 月 22 日に、国の地球温暖化対策計画が

閣議決定されました。こちらの中では、2030 年度に温室効果ガス排出量の削減目標

が、現行の 26％から 46％まで引き上げられたところでございます。  

 続きまして、③も同じく、先月 10 月 22 日に、第 6 次エネルギー基本計画が閣議

決定されまして、2030 年度の電源構成案として、再生可能エネルギーの割合が、現

行の 22～24％から 36～38％に引き上げられたということでございます。  

 続きまして、3、千葉市における 2030 年、2050 年に向けた動きとして、2 つお話

をさせていただきます。  

 冒頭、部長の安西のほうからもありましたが、昨年 11 月に「千葉市気候危機行動

宣言」を発出させていただいております。この中で、千葉市としましても、 2050 年

のカーボンニュートラルを目指すことを明記させていただいております。  

 2 つ目といたしましては、今年の 7 月に、本日ご出席いただいております株式会社

ウェザーニューズと「気候変動への対策の推進に関する協定」を締結させていただ

きました。  
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 続きまして、3 ページ目をご覧ください。  

 こちらは、現行の千葉市地球温暖化対策実行計画の進捗の説明となります。  

 まず、①目標です。現在の計画は、2030 年度の目標が 2013 年度比で、区域施策

編の中で 13％、事務事業編では 22％削減を掲げさせていただいております。  

 ②現状ですが、最新の情報は 2017 年度の数値になります。2017 年度の表の一番

右下のところを見ていただきますと、1.8％の削減になっております。  

 続きまして、4 ページをお願いいたします。  

 今ご説明した 3 ページに市域編と書いてありましたが、こちらの区域施策編と同

じでございます。区域施策編の推移をグラフに示したものでございます。上の点線

に関しては、現状の 2030 年度目標値に向けて、現在の推移で行った場合の 2050 年

を示したものでございます。太線の点線で示したものが、今の現行計画では 2050 年

には 2013 年度比で 80％削減目標を掲げておりますので、そちらで推移した場合の

表を表しておりまして、現状かなり乖離があるといったところが見られます。  

 続きまして、5 ページ目をご覧ください。  

 こちらは事務事業編の目標値と実績値でございます。2019 年度の実績値が最新で

ございまして、2013 年度の基準年度に対しまして、3.7％の削減になっております。

こちらは当初目標の 22％が 2030 年度に目指すところでございますので、達成がな

かなか厳しい状況にあるということでございます。  

 続きまして、6 ページ目をご覧ください。  

 6 ページ目は、千葉市再生可能エネルギー等導入計画改定版の現状のご説明となり

ます。  

 まず、①現状と導入目標のところですが、こちらの表の見方としましては、①は

創出された再生可能エネルギーが記載されております。②が市域が要求するエネル

ギー量で、③の導入比率を目標値と定めておりまして、「計画当初 2010 年度」は

1.5％でございます。2030 年度は 7.8％まで、2050 年度は 15.1％まで持っていこう

といった目標でございまして、2020 年度実績は、今現在 2.8％にとどまっておりま

す。  

 2020 年度実績の 2.8％の中の創出された再生可能エネルギーの内訳が②に示した

ものでございます。内訳といたしましては、太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用、

コージェネレーションシステム、こちらの中で構成をしたものでございます。  

 続きまして、7 ページ目をご覧ください。  

 先ほどの 6 ページ目までで、現行計画の温暖化対策実行計画と再生可能エネルギ

ー等導入計画の現状についてご説明させていただきました。2 章からが、これから策

定する次期計画の内容となります。  

 こちらは、策定の方向性として、先日 9 月 3 日に環境審議会で諮問させていただ

いた際のものと同じものになりますが、改めてご説明をさせていただきます。  

 策定の方向性としては全部で 4 つございます。  

 まず 1 つ目が、2050 年の二酸化炭素排出量実質ゼロを長期目標として、今回の計
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画は、目標年度を 2030 年度ということで定める予定でございますが、その先の中期

目標として 2040 年度を見据えていくといったところでございます。  

 続いて 2 点目でございます。長期目標の達成に向けて、現行計画は積み上げ式、

いわゆるフォアキャストといった手法でやってきていますが、今回はバックキャス

トの手法を用いまして、先ほどの 2030 年度の目標年度や 2040 年度の中期目標年度

の目標を設定していきたいと考えております。  

 続いて 3 点目でございますが、建築物の省エネルギー化、次世代自動車の普及、

再生可能エネルギー等の導入など、いろいろな手法を組み合わせて、市全体の脱炭

素化に取り組んでいく必要があるといったところを今回の計画に盛り込もうと考え

ております。今現在は、温暖化対策実行計画、再生可能エネルギー等導入計画がそ

れぞれ独立してありますが、今回は、再生可能エネルギー等導入計画につきまして

も、実行計画の中で位置づけていくことを考えておりますので、現状あります再生

可能エネルギー等導入計画につきましては、統合という形で廃止したいと考えてお

ります。  

 最後、4 点目は適応策に関することでございます。国の気候変動適応法に基づく地

域気候変動適応計画の策定を市町村のほうは義務づけられておりまして、こちらに

つきましても、温暖化対策は緩和策と適応策が切っても切り離せない関係でござい

ますので、今回の新たな計画の中でも適応策についての施策も盛り込むことで考え

ております。  

 続きまして、8 ページ目をご覧ください。  

 字が細かくて大変申し訳ありませんが、新たな計画の施策体系のイメージ案をお

示ししたものでございます。構成としましては、一番左から、「柱」「2050 年のあ

るべき姿」「2030 年のあるべき姿」「2030 年の目標」「施策」といった 5 つになっ

てございます。  

 こちらで、中に書いてある言葉につきましては、あくまでもイメージということ

でご認識いただければと思います。  

 こちらの構成でございますけれども、一番下に矢印があります。本日の専門委員

会の中で皆様にご意見を頂戴したいところは一番左側の「柱」で、こちらは次期計

画の中で特に重点的に取り組んでいくものとしては何があるのかということをご議

論いただければと考えております。  

 その次、「2050 年のあるべき姿」及びそこからのバックキャストから導き出され

る「2030 年のあるべき姿」を考えていきますが、こちらにつきましては、先行調査

という形で本市のほうでこれから実施をして、委託の中で検討していきたいと考え

ております。その結果と皆様からいただいた柱の案を合わせたものを検討しまして、

「2030 年の目標」で、「2030 年のあるべき姿」を満たすためには、例えば一番上の

エネルギーの脱炭素化ですと、市有施設への再エネ導入割合をどのくらいにしたら

いいのかですとか、エネルギー消費量をどのくらい削減したらいいのか、こういっ

たことを次回の第 2 回専門委員会の中で議論していきたいと考えております。  
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 2030 年の各項目やその項目の目標数値が決まりましたら、その目標を達成するた

めの施策を第 3 回の専門委員会以降でまたご議論いただきたいと考えているところ

でございます。  

 続きまして、9 ページ目をご覧ください。  

 9 ページ目は、この資料の中では見づらいので、別添の資料 3 のほうをご覧いただ

いたほうが見やすいかと思います。  

 A3 の資料 3 をご覧いただければと思います。一番左側は、国の地球温暖化対策計

画の構成を示したものでございます。こちらをベースに、次期の千葉市地球温暖化

対策実行計画の構成案を考えたものでございます。  

 全体の流れとしましては、第 1 章は基本的方向性、第 2 章が温室効果ガス排出量

や吸収に関する目標値、第 3 章がその目標達成の施策、第 4 章が進捗管理といった

流れになっておりまして、大きな構成としては国の計画に準じているところでござ

います。  

 第 2 章、第 3 章にひもづくところでございますが、千葉市の中では 4 つのグルー

プに分けて考えていきたいと考えております。表の真ん中の上のほうに 4 つのグル

ープがございますが、左から区域施策編、事務事業編、再生可能エネルギー導入編、

適応策編といったグループで分けさせていただいております。  

 実行計画におきましては、国のほうで区域施策編と事務事業編については現行計

画で既に定めておりまして、こういった立てつけでつくっているところでございま

すが、右の 2 つが新たに加わるところでございます。  

 まず、再生可能エネルギー導入編でございますが、再生可能エネルギーに関する

計画を統合するといったこともありまして、こちらに位置づけております。こちら

は、次のスケジュールのところでもお話をさせていただくので、割愛させていただ

きます。  

 一番右側の適応策編も、気候変動適応計画に位置づけるものを実行計画の中に盛

り込むという章立てを考えております。  

 第 2 章、第 3 章は、表現としては検討する余地があると思いますが、それぞれの

グループの中で、2050 年のあるべき姿、2030 年の目標、現状といったところを示し

た上で、それぞれに対してどういった取組をしていくのかを各グループごとに示し

ていきたいと考えております。  

 続きまして、また資料 2 のほうに戻っていただきますが、資料 2 の 10 ページ目に

なります。こちらも大変見づらいですので、資料 4 のほうをご用意いただければと

思います。  

 資料 4 も大変細かいのですが、一番左側に大きい黒丸が 3 つございまして、一番

上の「計画策定」につきましては、先ほどの構成案の各グループ等々に基づいたも

のが書いてございます。その下、「協議体」といったところが書いてございまして、

最後、「国の動き」という構成になっています。  

 まず、一番上の計画策定のところでございますが、先ほどの資料 3 の構成案の各
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グループの中にありました黒ポツのものですけれども、それを検討する時期をこち

らに明記してございます。先ほど先行調査といった表現をさせていただきましたが、

これは何をするのかといいますと、資料 4 の令和 3 年度 12 月に、上から星印が 3 つ

あるかと思います。「国内外の状況」「2050 年 CN（カーボンニュートラル）達成

時のあるべき姿」「2030 年目標」、これを千葉市のほうでこれから先行調査委託の

中で調査をしていきまして、第 2 回の専門委員会の際にはその結果をお示ししたい

と考えているところでございます。  

 これが（R3）先行調査でございまして、こちらが調いましたら R4 年度に移りま

す。R4 年度では、計画策定の基本的事項、区域施策編、事務事業編、適応策編、こ

ちらにつきましては、ほぼ年度当初から検討をスタートしていく予定でございます

が、④の再エネ導入編につきましては、夏頃からの検討ということで位置づけさせ

ていただいております。  

 この理由といたしましては、国のほうで再エネ導入目標の策定支援に関して補助

事業がございまして、こちらのほうの活用も検討しております関係で、どうしても

こちらの部分に関しては動き出しがちょっと遅くなってしまうということで、7 月か

ら検討開始ということを位置づけさせていただいております。  

 ただ、この検討は 7 月からでございますが、計画策定の項目の一番下のところに、

「（R4）再エネ導入目標策定支援業務委託」といった行がございますが、来年の 1

月から 5 月上旬ぐらいまで、国補助に関しての公募申請の内容を検討する期間を設

けております。これは庁内のみならず、皆様からもご議論、ご意見をいただきたい

と考えておりますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。  

 計画といたしましては、一番上の計画策定の一番右側を見ていただきますと、R4

年度の 3 月に計画策定を目指しております。この理由といたしましては、千葉市の

基本計画、本丸の計画が令和 5 年度からスタートすること、それから、千葉市の同

じく環境局の中にございますごみ処理基本計画につきましても、R5 年度からスター

トを予定しておりますので、市民への周知ということも考えますと、同時期に出す

ことが一番効果的ではないかといったことで、今回の温暖化対策実行計画につきま

しても、R5 年度からスタートできるように、R4 年度中の策定といったスケジュー

ルを示させていただいております。  

 計画策定は R4 年度末から、これもスケジュールを逆算して検討していきますとこ

ういったスケジュールになりまして、計画の骨組みとしましては、来年の 7 月が骨

子案作成、10 月が素案作成、1 月に案作成、その後、パブリックコメントを実施し

た後に計画策定といった流れを考えております。非常にタイトなスケジュールとな

っておりますが、ひとつご協力のほうをお願いできればと思います。  

 中段以降の下の協議体というところをご覧ください。協議体の中の 3 番の地球温

暖化対策専門委員会が皆様方に関わるところになります。本日 11 月 22 日が①のと

ころでございますが、今回は現行計画の実施状況と次期計画の施策体系についてご

議論いただくといったところでございます。  
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 ②としまして、今年度末に 2050 年の目指すべき姿と 2030 年の到達すべき目標に

ついてを検討予定でございますが、先ほどの先行調査の進捗によっては、時期とし

ては前後してしまう可能性はございますので、ご了承いただければと思います。  

 第 3 回につきましては、計画の骨子案作成を予定している 7 月中旬に開催を予定

しておりまして、2030 年・2040 年目標及び個別施策の検討についてご議論いただき

たいと考えております。  

 第 4 回につきましては、10 月の素案作成を踏まえた後に、10 月中旬を予定してお

りまして、2030 年・2040 年の目標確定、ほぼ固めるような形でございます。  

 第 5 回といたしましては、令和 5 年 1 月に、細かな個別施策も確定したものとし

まして、ほぼこちらで計画の全体を固めまして、それが終わりましたら、上位部会

の環境総合施策部会に答申をさせていただきまして、パブリックコメントのほうに

移っていくといった流れでございます。  

 一番下の国の動きをご覧ください。  

 この計画の中身について直接大きく関わることはありませんが、動きとしまして、

ご助言いただきたいというところがございます。  

 令和 3 年度の 1 月のところに、先行地域公募開始（1 回目）とあります。こちらは

冒頭の倉阪委員長のご挨拶にございましたが、国がこれから策定予定の先行地域 100

の公募がこのときから始まっていきます。本市としましても、先行地域に応募でき

るように準備をこれから進めていくところでございますが、こちらについても公募

を開始した段階で皆様のほうにも情報共有させていただきまして、アドバイス等を

いただけましたらお願いしたいと考えているところでございます。  

 そのまま右のほうにずれていただきますと、先行地域の決定を令和 4 年度春と国

は示しておりますので、そこから、先行地域にもし決定となりましたら、その中の

施策を進めていくことになります。そちらにつきましても、新たな実行計画の中の

施策の一つとして位置づけていければと考えております。  

 スケジュールについては以上となります。  

 もう一度資料 2 のほうにお戻りいただきまして、最後、11 ページ目になります。  

 こちらは、先にスケジュールのほうでお話しさせていただきましたが、専門委員

会のスケジュールを特出ししたものになります。説明は重複してしまうので割愛さ

せていただきます。  

 資料 2、3、4 につきましては以上となります。駆け足で大変お聞き苦しいところ

があったかと思いますが、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

【倉阪委員長】 ありがとうございます。議題（2）に関連して、関連の資料を説明し

ていただきました。全体として何をすべきかということで、これまでの関連の計画

ではなかなか目標達成ができていなかったところを、考え方を変えていきたいとい

うことで、特に資料 2 の 8 ページにありますように、バックキャストで考えていく

ということ、特に柱のところについては、本日できる限り方針を固めるというか、
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ご意見をいただきたいとなっております。具体的にどういうふうに進めていくかに

ついては、第 2 回の専門委員会以降という内容でございます。  

 それでは、どなたからでも結構ですので、発言のある方は挙手をいただくか、オ

ンライン参加の方は手を挙げていただければ、私、見えておりますので、そちらの

ほうに振ります。よろしくお願いいたします。  

 いかがでしょうか。  

【潮見委員】 質問ですけれども、8 ページの施策体系の柱と、資料 3 の施策の 4 つの

何々編というものの関係はどんなふうになるのですか。  

【秋山温暖化対策室長】 秋山でございます。  

 今回の実行計画の施策体系、資料 2 の 8 ページにつきまして、まずは柱について

の方向性をご意見いただきたいというところですが、国からも実はこの後に、都道

府県、政令市だけではなくて、一般市も含めた自治体向けの温暖化実行計画の策定

マニュアルが出る予定でございます。それも見ながら今後検討していかなければい

けないということで、資料 3 は、区域施策編（市域編）と事務事業編、再エネ導入

編、適応策編、この 4 つの柱の方向性を今は一度置かせていただいておりますが、

今後、ここは大きく変わる可能性も十分あります。  

 まず、実行計画の中でいいますと、資料３の区域施策編のところが、まさに資料 2

の 8 ページの施策体系のイメージ案ということで、市域全体で 2050 年ゼロカーボン

を目指していくために、どのような視点で主に千葉市として重点化した施策を挙げ、

注力していくべき必要があるのか。事務事業編につきましては、市役所の取組とい

う形になりますので、ここもまさに資料 2 の 8 ページの柱の中で千葉市でも取り組

むべきものがあるのかどうか、そういったところを施策に結びつけていく必要があ

ります。資料 2 の 8 ページのイメージ図と資料 3 は、今は少し乖離している部分は

ありますけれども、考え方といたしましては、繰り返しになりますけれども、資料 2

の 8 ページの施策体系は、全体に市域でもあり、市役所の事務事業でもあり、そう

いったところに絡む。資料 3 に再生可能エネルギー導入編と書いてありますが、こ

の部分は、例えば資料 2 の 8 ページの①エネルギーの脱炭素化という中で、再エネ

の基幹エネルギー化ですとか、例えばこの中にも水素エネルギーの普及拡大とかも

入ってくるかもしれませんけれども、2030 年の目標を見ていただくと、まさにここ

が再生可能エネルギーの導入部分、目標部分になってくるところでございます。資

料 2 と資料 3 の部分は確かに乖離はございますけれども、見せ方のところかなとい

うことになりますので、このあたりにつきましても、今後、資料 3 の構成が変更に

なる可能性は十分にあるというところでございます。  

【倉阪委員長】 ありがとうございます。資料 3 の中で再生可能エネルギーだけ特出

ししているのは、これは国の予算が後で来るだろうという、それですよね。  

【秋山温暖化対策室長】 はい。まさしく国の予算もありますし、平成 30 年の 6 月に

再生可能エネルギー導入の計画もつくっております。それは現実行計画と分けてい

たところですが、次期実行計画では中に入れ込むということになりますので、ここ
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の書きぶりも当然変わってくるのかなと考えております。まずは分かりやすくする

ために、資料 3 のほうは単純に入れ込んだと。現行計画の 2 つの計画を１つにしま

すというところを一番の認識として皆様にご提示、ご説明させていただいたところ

でございます。  

【倉阪委員長】 今後、市民に分かりやすいように資料 3 も変えていくというご説明

でしたが、潮見委員、いかがですか。  

【潮見委員】 そうなることを期待します。  

 もう一ついいですか。気候変動への適応というのがこの中に組み込まれるという

ことですけれども、一方で、地球温暖化対策をしようという話と、温暖化になって

それに対して対応しようという話を一遍に入れてしまうということですか。  

【秋山温暖化対策室長】  国の温暖化対策の計画の中でも、今まではかなり緩和策に

重点を置いた部分かもしれませんが、今後、 1.5℃に抑えるという目標のもと、実際

に温暖化に対する影響が顕在化してきつつある中で、国も適応策についてはかなり

力を入れるということから、千葉市におきましてもこの適応策については、現行計

画の中でも適応部分については若干触れさせていただいておりますけれども、法定

計画として位置づけたいと考えております。  

 当然、環境部局だけではなくて、農政分野とか、災害分野とか、市民生活に関わ

る分野、多々ございます。まちづくりの視点というところもございます。そういっ

たところで、この影響に対する対応という取組については、大きな一つの柱ではな

いかと考えております。こちらにつきましても、国の全体の気象データだけではな

く、千葉市に特化したデータ、将来予測等をお示しさせていただきながら、ご議論

を進めさせていただければと考えてございます。よろしくお願いいたします。  

【倉阪委員長】 潮見委員、いかがですか。大丈夫ですか。  

【潮見委員】  おっしゃることは分かるのですが、極端な話、それこそ気温が上がれ

ば虫が発生して病気が増えるみたいな、そこまでやるかとか、ハードの護岸の話ま

でこの中に盛り込むのか。幅広過ぎて収まり切れるのかなというのがちょっと気に

なりましたので。  

【倉阪委員長】  一応、国も地球温暖化の適応についての計画づくりを各自治体のほ

うに求めておりまして、そういった面では、つくらなければならないことになって

おります。その辺りでほかの自治体でも既につくっているところもありますし、千

葉県も適応方針というものを出しておりますので、そういった範囲で千葉市におい

てできることを書いていくのかと思います。適応以外にも対策はいろんな分野に関

わるような状況になっておりますけれども、そういう形で本日もかなりいろんな分

野の方にお集まりいただいた次第でございます。  

 ほかに何かご質問等ございますでしょうか。  

【山内委員】 東京ガス千葉支社、山内でございます。  

 資料 2 の 8 ページの施策体系ですけれども、エネルギーの脱炭素化、次がゼロエ

ミッション化、またカーボンニュートラル化と、似たような言葉ではありますけれ
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ども、それぞれ違う言葉が並んでおりますので、皆様の統一見解として、同じ考え

になるように、この辺については言葉の説明なり、もしくは何か言葉を統一するな

りの工夫をしていただければと思っております。  

 また、目標の数字に対しましては、バックキャストで今後考えていくということ

ではありますけれども、移行期に関しまして、実現可能かどうかも踏まえてご議論

を今後していくべきかなと考えております。  

【秋山温暖化対策室長】 ご意見ありがとうございます。まさに 2050 年の姿を目指し

て 2030 年のあるべき姿ということで、国でも、まず、今できることから着実に取り

組むと。さらに、それとは別に 100 の先行地域で、脱炭素ドミノという形で先行地

域がそれぞれさらにほかの地域に広げていく、そういう考え方もございます。昨年

の 11 月に「千葉市気候危機行動宣言」を発出させていただいたときには、省エネル

ギーの取組を進めながら再エネも増やして、さらに、千葉市域というのは人口の密

集しているところでございますので、例えば地域外からの再エネの活用とか、そう

いったところで宣言を打ち出させていただいております。  

 そういったところから、すぐに再エネにかじを切るというよりも、やはりできる

ところから対応をしていく必要があるということで、今、2030 年に向けてまず何を

できるか。さらに、将来的に何を目指すべきということについて、今までフォアキ

ャストで進めていたところを、急にかじを切る形でバックキャストで進めるという

ことでございますけれども、その中でフォアキャストの視点も大事な部分であると。

総花的になったり、絵に描いた餅にならないように、その辺りのところを地に足の

ついた形の施策も最終的には位置づけていく必要があるのかなと考えてございます。

よろしくお願いいたします。  

【山内委員】 ありがとうございました。  

【倉阪委員長】  ほかの方はいかがでしょうか。バックキャストで考えるということ

で。  

 では、よろしくお願いします。  

【板谷委員】 流経大、板谷でございます。  

 ちょっと細かい話での質問になりまして恐縮ですが、今議論されている資料 2 の 8

ページの③モビリティゼロエミッション化という議論がございます。ほかの分野で

どのような形になっているのか分かりませんが、モビリティに関して申し上げると、

いわゆるゼロエミッションビークルに自動車を全て替えたところで、それで本当に

エミッションがゼロになるのかというと、そういう話ではないような感じがしてお

ります。  

 例えば電気自動車への切り替えが進んだとしましても、発電の仕方によってかな

り環境に対する影響は変わってくるというのが交通における実態でございまして、

それに対する対応として主に欧米等で活用されている考え方の一つが、公共交通の

ご利用を増やすことで、例えば 50 人くらい公共交通のご利用が増えれば、その分で

50 人分の車の排出量が削減されるということもありますが、そういったことまで含
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めて、少し広範囲に柱の議論をしていただくようなことは可能なのでしょうか。質

問でございます。お願いいたします。  

【秋山温暖化対策室長】  今回、①から⑦の大きな柱で位置づけさせていただいてお

りますけれども、③のモビリティの中でも、千葉市の状況、例えば千葉市の特性で

すと、千葉都市モノレールがございます。バスも走っております。その中で、現在、

市内の自動車の登録台数 36 万台強ございますけれども、電気自動車等を含めて次世

代自動車が 0.4％程度ということで、今後この部分を広げていく形になるのですが、

今回そういったところからすると、モビリティのゼロエミッション化の中でも細か

な柱は当然あると思っております。その辺りのところも含めて、まず大項目がこう

いうイメージの中で、それぞれ公共交通の重要性なども位置づけながら施策を考え

ていきたいと思います。公共交通という言葉は今ここに入れていない部分ではござ

いますが、それは念頭に置いておりますし、車だけではなくて、さらにそこのとこ

ろも考えていかなければいけないというのは大事な視点だと思います。ご意見あり

がとうございます。  

【板谷委員】  この文言だけだと、まちづくりのあり方として、今のあり方をそのま

ま 30年後も維持しながら自動車の特徴だけが変わっていくという感じになると思い

ますが、恐らくそれをやっていてもなかなか環境に優しいまちづくりにならないよ

うな気がしますので、こういった点も含めて柱の中で明記いただけるとありがたい

と思っております。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。  

【倉阪委員長】  板谷委員ご指摘のとおり、まちづくりで減らしていくという観点が

ちょっと見えづらいような気がいたします。まちの中で全体としてコンパクトにし

ていって、なおかつ自動車等の交通量も削減をしていく。そういった方向は不可欠

だと思いますので、そこが見えるように。どこに入るのか、モビリティだけではな

くてもう少しまちづくり全体として、例えばコジェネのようなもので効率的な街区

をつくっていくといったものもあろうかと思いますし、まずはガスコジェネで地域

熱供給をやり、ガスコジェネの耐用年数が来た後に燃料電池コジェネに変えていく

とか、そういったコンパクトに集住をするためのまちづくり、街区というものを千

葉市でつくっていって、それを脱炭素先行地域にしていくみたいな戦略がうまくは

まればいいのかなと。当然お金がかかる話なので、うまくアイデアがあれば、場所

も必要ですけれども、今ならお金を取っていけるので、そこの辺りをどういうふう

にはめていくのかということを考えていただければと思います。  

【秋山温暖化対策室長】  ありがとうございます。柱につきましては、都市づくりの

中での脱炭素の方向性を市民の方々に分かりやすく示せるかというのはすごく大事

な視点だと思います。板谷委員からのご指摘を踏まえまして、この辺りのところは

構成を検討させていただければと思います。ありがとうございます。  

【倉阪委員長】 ほかにいかがでしょうか。馬上委員。  

【馬上委員】 私からは 2 点ございまして、1 点目は、いろいろと事務局からご説明を

いただいた中で、エネルギー面での脱炭素化ですとか、カーボンニュートラルとい
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うところのお話はあったのですが、私、農業に関わっておりますと、メタンですと

か一酸化二窒素のところ、農業分野ではそちらの対策のほうが農水省の施策の中で

も重視されておると把握しております。  

 そうなったときに、例えば、千葉市内は畜産、乳用牛も多いですし、一定程度水

田もあるということで、土壌からの温室効果ガス排出もあるかと思いますが、この

辺りは新しい温対計画の中で、炭素だけではなくて温室効果ガスなのか、そこは混

同しないようにしたほうがよろしいのかなというところを意見として持っておりま

す。  

 特に農業者の側としても、メタンとか窒素はあまり意識をしていないところはあ

りますが、世界全体で見ると、温室効果ガスの 4 分の 1 くらいは農林水産業から排

出されているという状況でもありますので、その辺りは施策として、温室効果ガス

イコール二酸化炭素になってしまっている部分がありますし、我々農業生産側とし

てももちろん、トラクターとかコンバインはどうするんだというのはありますし、

自動車も使う側ではありますが、全体として気候変動に対策していくのであれば、

そうした二酸化炭素以外のものをいかにして捉えていくかというところをお考えい

ただきたいというところが 1 点目。  

 2 点目は、今、委員長からも少しお話がありましたけれども、再生可能エネルギー

で熱利用のところです。私ども緑区のほうで事業をしておりますが、非常に森林が

多い。ただ、それが全く管理されていなかったがために、2 年前に大停電を引き起こ

したわけです。我々も土気のほうにおりまして 8 日間停電しましたが、ほぼほぼ杉

の倒木でありました。  

 そうしたものをしっかり資源として管理することはできないかというところもそ

うですし、一方で、政府のエネルギー基本計画もそうですけれども、再生可能エネ

ルギーの熱政策が非常に抜け落ちている。千葉市の場合ですと、森林面積は恐らく

5,000ha 以上市内にあると把握しておりますし、また、比較的起伏がないといいます

か、平らな森林資源を確保できる。日本の場合は急峻な山が多過ぎて、森林資源が

あっても使いづらいところはありますが、千葉市内の場合は比較的平たんだと思っ

ておりますので、これだけエネルギー需要もある中では、そうした地域の資源を使

っての熱利用をどう進めていくか。  

 ただ、それに至っては、例えば市内でいえば、イチゴですとか温室栽培で太陽熱

を利用したり、バイオマスボイラーという事例も出てきているやに聞いております

し、一方でそれを支援する施策ですとか、あるいはそもそも再生可能エネルギー熱

資源というものが市内でも活用し得るというところは、しっかりと再生可能エネル

ギーをやる中でも捉えていただくことが重要ではないかと考えております。  

【秋山温暖化対策室長】 まず、馬上委員からの 1 点目のフロンとかメタンとか、当

然 CO2 だけではなくてそういったところの視点も重要であると考えております。農

業分野だけではなくて、全ての温室効果ガスの関係については、この計画の中に当

然入ってくるという認識でおります。その中で、現状、分かりやすい視点でという
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ところで柱をイメージさせていただいております。施策にそういったところをどう

結びつけるのかというところも、それぞれまたご意見、ご相談させていただければ

と思います。  

 2 点目の熱については、未利用熱ですとか、電気だけでなく熱需要をいかにうまく

活用しながら 2050 年のゼロカーボンを目指していくかというのも、すごく大事な視

点だと思っております。そういう面では、コジェネ等についても、今、市では補助

事業をやっておりますけれども、まちづくりの観点での施策というのがあまりない

のかなという認識でおりますので、その辺りにつきましても、今回のこの計画の中

にどう施策を入れ込みながら進めていくのかという点で重要かと考えております。  

 ちょっと話は飛んでしまいますが、食ロスゼロにつきましても、現在、環境局の

中で別にごみ処理基本計画がございますけれども、現在、計画策定中です。都市づ

くりなど分野が横断的なところもございます。庁内でもワーキング等を設置しなが

ら、今後、皆様のご意見をいただきつつ、庁内の調整等も進めながら、短期間にな

りますけれども、それで進めていくような形になります。  

 今日は具体的なデータ等はご提示しておりませんけれども、そういったデータ等

を基に検討していきます。これはバックキャストではないですが、データの整理も

重要であると考えておりますので、その辺りのところも整理しながら、委託もかけ

ながら進めさせていただきたいと考えております。どうもありがとうございます。  

【倉阪委員長】 ほかにいかがですか。  

【熱田委員】  今の⑤と⑥ですけれども、⑥は今、馬上委員がおっしゃったように、

フロンだけではなくてほかの温室効果ガス、そういったくくりにされる説明のほう

が漏れがないかなと思いました。  

 ⑤の食ロスですが、こことほかのイメージは並びがどうかなと私は思いまして、

食ロスは、エネルギーの無駄にかかるという部分と先ほどのごみ処理の部分とある

のかもしれないのですが、市民がこの中で取り込めるのは食ロスが一番やりやすい

ところですが、ターゲットがここだけ小さいというか、コアになっているので、家

庭で取り組める省エネの中の一つで食ロスみたいな、市民が取り組める視点として

取り上げたらどうかなと思いました。この項目だけ説明をもうちょっとしないと、

何で食ロスなのか、というのは伝わりづらいかなと思いました。  

【倉阪委員長】 では、食ロスについて。  

【秋山温暖化対策室長】  ご意見ありがとうございます。確かに食ロスは、ほかはゼ

ロエミッションとか脱炭素化という言葉が書いてあって、これだけの表現では不十

分なのかなと思います。ご意見をいただきましたので、修文させていただいて、柱

の見せ方について検討させていただきます。具体的に施策につながるような、アク

ションにつながるようなところを、どう見える化していくかというところは大事か

と考えております。市民の方々も取り組んでいただけるような、すぐ直感で分かる

ような形でうまく検討させていただければいいかなと考えております。ありがとう

ございます。  
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【倉阪委員長】  市民が取り組めるという観点から言うと、建築物のゼロエミッショ

ン化が書いてありますけれども、例えば冷蔵庫とかエアコンとか、そういったもの

を後生大事に使うのではなくて、どんどん省エネ型のほうに切り替えていく。例え

ば 10 年たったら、10 年前の冷蔵庫と今の冷蔵庫はエネルギー消費量は半減してい

ますので、小まめに冷蔵庫の扉を閉めてくださいみたいなことをやるよりは、買い

換えてくださいと言ったほうが劇的に効果が上がります。そういったところを補助

していくような施策をやっていく必要もあって、建築物の中に入っていると言えば

入っていますが、耐久消費財的なものを省エネ型に入れ替えていくことも、恐らく

バックキャストでやっていかなければいけないことで、それは各家庭がまさにでき

ることかと思いますので、それも含めて、市民が取り組めるようなものを書いてい

ただければと思います。  

【秋山温暖化対策室長】  ご意見ありがとうございます。まさに今までは産業部門で

すとか、業務部門、家庭部門という形になっておりましたので、そういったところ

から分野横断的に取り組めるようなもの、さらに、一度導入したら、それは気にせ

ずに CO2 削減に進むような施策についても具体的に落とし込めればいいかなと考え

てございます。ありがとうございます。  

【長谷川委員】  今の建築物のところで、細かい話ですが、一般的に建築物というと

業務部門と捉えられがちです。普通は家庭部門、業務部門となりますので、ここは

住宅も当然含んでいると解釈できますが、「住宅・建築物」とちゃんと書いたほう

がよろしいのではないかと私は思います。それが 1 点です。  

 2 点目は、お話が出ていたかもしれませんが、エネルギーの脱炭素化の中に入るの

かもしれませんが、熱利用のことをどこかでうたっておいたほうがよろしいのでは

ないかと思います。太陽光だけではなくて、その他の再生可能エネルギーはやはり

重要になってきますので、特に太陽熱利用ということはどこかでうたわれていたほ

うがよろしいかと思います。  

 3 点目は、今、家電のお話が出ていたと思いますけれども、そういう情報を一般市

民がちゃんと受け取れる情報の伝達、周知がやはり重要かなと。それがないとなか

なか進んでいかないと思います。例えば目標で ZEH 何％と言われても、なぜそこが

重要なのかというのがちゃんと周知されていないといけないと思います。  

 4 点目が、これは業務部門のほうかもしれませんが、複数の住宅や建築物に対して、

電気とか熱を面的な利用をする融通の取組というのはかなり効いてくると思います。

面的な利用、融通の取組というのはどこかでうたっておいたほうがよろしいかと思

いました。  

【倉阪委員長】 ありがとうございます。いかがですか。  

【秋山温暖化対策室長】 今、4 点ご意見を頂戴いたしました。  

 まず、1 点目の建築物のゼロエミッション化、この中には住宅と業務部門がござい

ますので、ご意見を踏まえまして、柱の表現を検討させていただきたいと思います。

ありがとうございます。  
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 次に、先ほど、未利用熱も含めてエネルギーの中でも熱というのは重要だという

ことで、こちらにつきましてもご意見を複数いただいておりますので、書きぶりを

検討させていただければと思っております。  

 3 点目の、例えば ZEH の普及はどのくらいかといった情報の伝達、確かにそこは、

行政計画ではございますけれども、事業者様、市民の皆様と一体となって取組を進

めていくというのが、今回の千葉市の気候危機行動宣言の大きなエッセンスである

と考えております。  

 ちょっと話はずれてしまいますが、環境教育等基本方針というのを今年の 9 月に

策定させていただいた中で、プラットフォームをつくりながら、市民の皆様、事業

者の皆様に、分かりやすく環境教育を進めていくにはどういう視点がよいのかとい

うところもございましたので、温暖化の対応につきましても、環境教育の一環でも

ございますし、情報の伝達の視点というのを大事にしながら、うまくこの計画の中

に盛り込ませていただければと思っております。  

 最後の、複数の建築物の面的利用は、例えば集合住宅もそうですし、複数の建築

物をうまく利用する。エネルギー効率の視点で考えると非常に重要であると思って

おります。この辺りは事務局としてもアイデアが正直言ってありませんので、どう

いったところで施策を打っていったらいいのかというところは、専門家の皆さんの

ご意見、施策のご提案などもいただきながら進めさせていただきたいと考えてござ

います。  

 以上でございます。ありがとうございました。  

【倉阪委員長】  面的な取組、まちづくりで取組をするということで、例えば幕張の

辺りの地域も熱供給をやっているわけです。今はガスとか電気でやっていますけれ

ども、導管自体はあるので、それをうまく再生可能エネルギーに計画的に転換をし

ていくというような絵でも描けば、脱炭素先行地域になるような気がいたします。

その辺りは、今、関係の東京電力さんとかガスさんもいらっしゃいますので、具体

的に知恵を出せばいけるのではないかと思います。  

 ほかの委員の方々、いかがですか。  

【鈴木（孝）委員】  ウェザーニューズの鈴木です。ご説明ありがとうございます。

非常に分かりやすく聞かせていただきました。  

  資料2の6ページに再生可能エネルギーの2050年目標15.1％とありますが、2050年

の実質ゼロを目指す上で、全てが再生可能エネルギーで対応できないため、他の削

減項目について、柱の中には記載されると認識しております。  

  また、資料3にあるカーボンニュートラルを目指す中で、吸収量も重要と思ってお

りますが、削減量と吸収量について、目標設定を考える上でどのくらいの数値的な

イメージをお持ちなのか、教えていただきたいと考えております。  

  吸収源としては、森林やブルーカーボン等がございますが、それぞれについて、

どのように考えているのか教えて頂きたい、というのが２点目の質問です。  

  ３点目が、大きな意味で、まちづくりも含めてデジタル化については、どのよう
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に考えられているのか、教えていただければと思います。  

  ４点目は、市場メカニズムを先行してやられている自治体もあろうかと思います。

そういったことについて、千葉市様としてはどのように考えているのか教えていた

だければと思います。  

【秋山温暖化対策室長】  ご意見ありがとうございます。ブルーカーボンとか、海に

面しているというところで、他自治体ではそういったところの取組は進んでいると

承知しております。市域が要求するエネルギー量に対して再生可能エネルギー、現

状 2.8 ポイントということで、省エネルギー化を進めながら創エネも増やしていって、

足りない分は、例えば環境価値のようなものを市域外から買ってきてというのもあ

ります。そういったところでは、やはり広域連携というのも一つの切り口になるの

かと考えているところでございます。  

 森林の関係は、部局もまたがる部分がございますし、今、千葉市の森林の吸収量

というのは、家庭部門の排出量の中の大体 1％ぐらいは CO2 が吸収されていると試

算しているところで、なかなか多くはないという状況でございます。森林を切って

太陽光とか、いろいろな問題も全国的に条例化などありますけれども、この辺りの

ところについては、国の促進区域という考え方、逆に言うと規制すべきネガティブ

ゾーニングという考え方でもございますので、吸収源もそういうところとセットで

考えながら施策を打っていく必要がある。そういった視点は大事だと思っておりま

す。  

 3 点目は、デジタル化、ICT の活用だと思います。こちらにつきましても、今、千

葉市の小中学校は、コロナ禍でタブレットを活用した取組も進んでおります。デジ

タルというキーワードは非常に重要だと思っております。今の実行計画ではあまり

そこのところは正直触れられていないため、ご意見を踏まえながら進めさせていた

だければと思います。  

 4 点目の市場経済メカニズムにつきまして、環境と経済という、ESG とかそうい

った様々な取組が自治体間の中でも進められてきつつあると認識しておりまして、

やはり千葉市におきましても、環境経済の視点というのは非常に大事なのかなと。

今できなくても、2030 年の段階では何らかの施策が打てないと、今後 2050 年に向

けて厳しくなっていくのかなと考えておりますので、この視点も大事に考えており

ます。その中で、今までの実行計画というのは、いろいろ記録を見ても、エネルギ

ー関係の方々中心のご意見をいただく場だというふうに考えておりますけれども、

様々な方がここにお集まりいただいたことは、幅広になってしまって広く薄くなっ

てしまう計画にならないように気をつけながら進めさせていただければいいかなと

思っております。ありがとうございます。  

【鈴木（孝）委員】  デジタル化は、市民も巻き込んだ取組としては非常に分かりや

すい。先ほどの食品ロスを一つの例に取ってみても、市民も巻き込んで進めていく

のには、分かりやすい取組ができると思い、デジタル化のところも触れさせていた

だきました。ありがとうございました。  
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【倉阪委員長】 ほかの方、いかがでしょうか。前野委員。  

【前野副委員長】 私も同じような内容のことを考えておりました。委員の方からい

ろいろご意見をいただいたので、とてもありがたいなと思っております。  

 1 つは、農業、林業の視点がここには書き込まれていなかったので、ぜひ書き込ん

でいただければと私も感じました。農業だけに限りますと、露地栽培とかハウスが

ありますので、それぞれに何らかの形、特にハウス栽培に関してはエネルギーをい

ろいろ使えるはずだと思います。例えばヒートポンプを使う、燃焼型のものを使う、

間伐材を使う、こういったものは可能かなと思いますし、ヒートポンプであれば地

中熱を、農地は地面がありますので、地中熱をどう使うかといったことで、これは

先行的な企業とタイアップして予算申請をするということはとてもいいことなので

はないか。また、間伐材も、森林資源が千葉市は非常に多うございますので、そこ

を使って燃焼型の何かハウス栽培への利用、こういったものもプロジェクトとして

はあり得るのかなと思っております。  

 また同時に、先ほどウェザーニューズの方から非常にすばらしいお話をいただき

まして、私も、以前から申し上げておりますように、 ICT という言葉がこの中に一

つも入っていないので、やはり何らかの形で入っていたほうがいいのかなと思って

います。 ICT の中でも、電力を食うワークステーションのようなものから、スマホ

のようなものを使って非常に簡単に、かつ、いいものがたくさんできておりますの

で、例えば農業一つ取りましても、ウェザーニューズ様と連携しながら、地域（エ

リア）と時間軸、今年の気候が 2 か月後どうなっているとか、来週はどうかという

ようなきめ細かな情報交換をしながら、農業の対応をするといったようなプロジェ

クトもあり得るのではないかと思っております。大々的にはできなくても、まずは

先行でやってみることが産官学でもできそうな気がいたしました。ですから、農業

という視点が 1 つ入ったほうが私もいいかと思いました。  

 また、食品ロスのことでも、おっしゃるとおりでありまして、食品といったとき

に、家庭の食品なのか食品産業なのか、ここを少し切り分けて 2 つに分けていった

ほうがいいのかなという気がいたします。特に食品産業としての食品ロスの軽減と

いうのは、かなり規模が大きくなってくると思いますので、これもやはり ICT と組

み合わせることが必要かと思っております。もちろん家庭の中でも、子ども食堂な

どでお米を供給しているような農協も千葉県にはあると伺っておりますので、その

ように規模の大小あるのですけれども、 ICT とうまく組み合わせて、食品ロスの何

らかのプロジェクトをかなりの規模でやってみる。これは千葉市としてリードでき

るのではないかと思いました。  

 また、コジェネとまちづくりで幕張の例が挙がっておりましたけれども、そうい

った面に関しましては、幕張は海からの風を防風林として設置しておられたはずで

す。設置当時は非常にいい間隔で木を植えましたが、今や非常に生い茂ってしまい

まして、恐らく幕張は間伐材をどうするかという問題に直面していると思っており

ます。したがいまして、幕張エリアはブロックゾーンとして ICT と絡めて何か面的
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なエリアを決めて、そこのエネルギー源として間伐材をどう使うのか、あるいは電

力、ガスとどう組み合わせるのか、こういったことも市のプロジェクトとしては先

行できるのではないかと思っています。  

 いろいろな技術、コジェネをうまくまちづくりと組み合わせて、かつ間伐材もそ

ういった人的なプロジェクトを若い人と一緒にまずは試行的にやってみる。いい結

果が出ればそれを少し規模を広げていくようなことはとてもいいのではないかと思

いますので、まちづくりを少しうたうような、柱を横串でつなぐような何かを入れ

たらいいのかなと思っております。  

 それから、もう一つ非常に大きなことですが、この柱の中に産業という横串をう

まく入れられないかと思っておりまして、これはなかなか難しいところですが、千

葉市のエネルギーの中で産業部門が占める割合がとても大きゅうございますので、

何らかの形で今ある産業の資産、技術資産、人的資産をうまく使って、新しい時代

の何か産業を興せないかと思っております。そういう言葉が入ればいいのかなと思

いました。水素とかアンモニアの産業も当然そうですし、まだ夢物語ですけれども、

蓄電池工場を自然エネルギーと組み合わせたものをつくるとか、蓄電池も従来の蓄

電池でいくのか、新しい蓄電池を探すのか、こういったところも、先行としてはブ

レインストーミングでそういった企業が手を挙げていただけるのかも含めて、何か

新しい道を探っていったほうがいいのかなと。産業としての芽が出ると一挙に 2030

年、2040 年に向けてエネルギー構造が変わりますので、だいぶ割合が苦しくなくな

るのではないかと思います。  

 やはり基本は ICT、それもスマートフォンはほぼ 100％に近い形で皆さん持ってい

ますので、ここに乗っかるようなソフトをうまく考えていくというプロジェクトは

いろいろできるのではないかと思っております。ぜひそういうことも言葉に入れて

いただければいいかなと思います。第 1 回目ですので、いろんなことを申しました

が、技術的なところからそういうことを感じました。  

【倉阪委員長】 ありがとうございます。コメントをお願いできますか。  

【秋山温暖化対策室長】  前野副委員長、ありがとうございました。様々な視点から

ご意見、ご指摘をいただいて、大変勉強になりました。特に地中熱ですとか間伐材、

特に木の重要性は認識しておりまして、例えば今年度の当室の事業になりますけれ

ども、県産材、間伐材を含みますが、そういったものを森林環境譲与税を活用させ

ていただいて、市内の保育所等におもちゃをつくって配布しました。今までの延長

線上ではなかなかこういった目標を達成できないと考えております。  

 そういった意味で、食ロスについても ICT を活用した、サプライチェーンも含め

た何らかのプロジェクト化ですとか、産業部門の資産価値を新たな企業の方、例え

ば企業立地の観点からのソフト・ハード面も含めた市の施策を何らか打てないかと

いうところは、我々環境部局と庁内でも様々な連携、意見交換させていただきなが

ら、さらにその結果をこの実行計画の中に位置づけさせていただきたいと考えてお

ります。  
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 そういった意味で、今回の柱の中で抜け落ちがないように、本日いただいたご意

見を、こちらの柱の中を修文させていただきながら進めさせていただければいいか

と考えております。どうもありがとうございました。  

【倉阪委員長】  大体いい時間になってきましたけれども、私のほうからさらにお話

をしますと、食ロスの話、プラスチックのカーボンニュートラル化の話に関係する

とは思いますけれども、廃棄物の排出抑制は、ごみ処理基本計画のほうでも、発生

抑制ということで実際に具体的にいろいろ施策効果を見込んでいるところだと思い

ます。それは直接に二酸化炭素の排出量、温室効果ガスの排出量の削減にもつなが

る話ですので、発生抑制の話をこっちのほうにも入れておいたほうがいいのかなと

思います。向こうもかなり大胆に発生抑制を見込んでおりまして、どうやって達成

するのかという話を議論しているのですが、ごみ量の削減の効果を、廃棄物の量の

削減だけではなくて、温室効果ガスの削減のほうにもつなげることができると思い

ますので、連携をしていただければと思います。  

 それから、産業系の話が出ましたけれども、これが実際に目標設定しようとする

とかなり厄介なところだと思います。ヒアリングをしたりいろいろしてもなかなか

減らないということになる可能性がある。ただ、実際に国全体として脱炭素をやろ

うと思ったら、産業のほうでも構造転換の取組を進めてもらわなければいけないわ

けですけれども、それは恐らく国が主体的に、特に鉄鋼とかをどうするのかという

のは、国のほうが日本全国の大規模発生源としての鉄鋼をどうするのかという政策

をやらないと対応できない話です。国のほうの脱炭素先行地域の要件を見ると、2030

年までに民生部門からの排出量はゼロにする。そういった地域が脱炭素先行地域で

あると。そこには産業部門を入れていません。民生部門以外については、農林水産

業とか、廃棄物とか、運輸とか、あとは熱、そういったものについては、国の 2030

年目標に歩調を合わせる形で削減すると書いてあります。そこにも産業が入ってい

ないです。  

 恐らく地方自治体のやるべき役割として、国が脱炭素先行地域の要件として挙げ

ているような対象がまず役割分担として求められるところだと思いますので、今後

目標設定等を考える際に、2 段階にするなどの形で対応していくと、より千葉市がで

きる範囲、あるいはやらなければいけない範囲が明確になると思います。  

 産業系については、国の方針に従って産業は落としていくだろうということで、

国の目標と足並みをそろえたようなレベルの目標を期待するということにせざるを

得ない。ただ、民生部門、運輸部門、廃棄物、農林水産業、そういったところは自

治体が主に担当して脱炭素を図らなければならない。なので、後者のほう、自治体

が図らなければいけない部分について目標を特記するとか、2 段階にするとか、そう

いった工夫も今後必要になってくると思います。  

 併せて、産業部門はかなり重要で、千葉市の排出量はかなりありますが、実際に

施策が千葉市としてどの程度具体的に提案をして実現できるかというと、なかなか

うまくいかないところもあると思いますので、そこは工夫をされたほうがいいのか
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なと思います。そこが同じように扱われると、多分この前のやつと同じように、産

業減らないね、全体減らないねという話になってしまうと思いますので、そこは気

をつけていただきたいと思います。  

【秋山温暖化対策室長】  倉阪委員長、ありがとうございました。まさに国と地方の

役割分担というのは、次期計画の中では明確に位置づけさせていただく予定で考え

ております。ただ、一方で、産業部門は計画の中にも何らか書きぶりとしては入れ

ていかなければいけないというのもございますし、産業の中でも中小事業者の方々

にも、今ご支援させていただくようなメニューはございますけれども、それらの事

業者の方々向けにも、引き続き施策を展開していく必要があると考えております。  

 そういったところで、計画の構成をきちんと表現を分かりやすくさせていただき

ながら、基礎自治体ができる分野、さらに計画としては全体を見せるような、そう

いった表現等も含めて今後ご相談をさせていただければいいかなと考えてございま

す。  

【倉阪委員長】 ほかの方、よろしいでしょうか。  

【山本委員】  農林業分野のほうを今回入れていただいたということで、とても感謝

したいと思いますけれども、農業分野で例えば再エネルギー化したいとか、あるい

は貯留したいというときに、一つネックになっていくのは、生体を通して出てくる

ものが農業分野は多いので、水が含まれているというのが一番大きなネックになる

ところです。そこで、ある意味、灯油をたいて脱水してしまっては元も子もないと

いうことになりまして、ぜひ、ほかの産業で出てくるような排熱を使えるようなこ

とができれば、そういうルートも増えるかなと思います。先ほどからもおっしゃっ

ていますけれども、分野を横断したような取組がこれからとても大切になると思い

ますので、そういうものを十分考えていただきながら議論していただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。  

【秋山温暖化対策室長】 山本委員、ご意見ありがとうございます。まさに分野横断、

環境だ、農政だとかでなくて、一緒になってこの取組を進めて、その方向を見て共

有させていただきながら取組を進めていかなければいけないと考えておりまして、

その中でモデル的な他市の状況、先進事例も多分ございます。千葉県さんの中でも

いろいろ取組がされていると思いますし、それを千葉市の農林分野との連携事業と

いう形で何らか位置づけることができればいいかなと考えております。よろしくお

願いいたします。  

【倉阪委員長】  大変熱心なご議論ありがとうございます。たくさんの抜け落ちとい

うか、新しい視点が加わったと思います。まちづくりの話であったり、産業の話で

あったり、交通量の削減であったり、熱であったり、農業であったり、吸収源であ

ったり、様々なデジタル化等の話であったり、この辺りの今日出た意見を踏まえて、

第 2 回専門委員会で改めて柱も含めて出していただければと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

 よろしいでしょうか。  
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 では、次、議題（3）「その他」でございます。事務局から何か連絡事項はござい

ますでしょうか。  

【石井環境保全課課長補佐】 ご議論ありがとうございます。  

 事務局から連絡事項が 1 点ございます。議事録の確認についてでございます。会

議の冒頭でもお伝えいたしましたけれども、本日の議事録は、事務局にて案を作成

後、委員の皆様にご確認をいただきまして、議事録として公表させていただきます。  

 連絡事項は以上となります。  

【倉阪委員長】  それでは、全体を通じまして何かご意見、ご質問ございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。  

 それでは、本日の審議は終了いたします。進行を事務局のほうにお返しいたしま

す。  

【石井環境保全課課長補佐】 倉阪委員長、ありがとうございました。  

 これをもちまして、令和 3 年度千葉市環境審議会環境総合施策部会第 1 回千葉市

地球温暖化対策専門委員会を終了いたします。長時間にわたるご審議、誠にありが

とうございました。  

午前１１時５６分閉会  

 


